
船舶事故調査報告書 

令和５年４月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 火災 

発生日時 令和４年１月６日 ０９時３５分ごろ 

発生場所 山口県萩市大島漁港 

 萩大島港赤穂瀬南防波堤灯台から真方位２９８°３３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２９.５′ 東経１３１°２４.６′） 

事故の概要 貨物船わかしおは、係留中、機関室で火災が発生した。 

事故調査の経過 令和４年２月２日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 わかしお、１３トン 

 ２９１－３４５９３山口、山口県漁業協同組合 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし  

 損傷 機関室室内灯用分電盤及び壁等に焼損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮期 

 事故の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、船首を北方に向けて左舷着けで

岸壁に係留し、主機を始動してクレーンを使用し、船長及び乗組員が

前部甲板で積み荷役作業を行っていた。 

本船の近くで消防出初め式の片付けを行っていた消防団員（以下

「本件消防団員」という。）は、本船の後部甲板に面した機関室出入

口のドアの隙間から黒煙が出ているのを目撃し、船長に知らせた。 

船長は、本件消防団員からの知らせを受け、機関室出入口のドアと

機関室上部の点検口を開けたところ、炎を認め、火災の発生を知っ

た。 

本件消防団員は、消防出初め式の参加者及び漁業協同組合職員に火

災の発生を知らせ、消防出初め式に参加していた消防署の職員が１１９

番通報を行った。 

乗組員は、本船の火災の発生を知らされた漁業協同組合職員と共

に、漁業協同組合の事務所に備えられていた１０型粉末消火器（薬剤

量３kg）を本船に運び、同消火器による初期消火を試みたが鎮火させ

ることができなかった。 

本件消防団員は、本船に駆けつけた他の消防団員と共に、出初め式

で使用した消防車の消火ホースで消火活動を行い、鎮火させた。 

本船は、機関室室内灯用分電盤（以下「本件分電盤」という。）及

び壁等に焼損を生じていることが確認された。 

本船の出火原因は、消防署により、本件分電盤の差し刃と受け刃で



 

構成されるナイフスイッチが、数年間入れられたままの状態であった

ところ、電極間にほこり
．．．

等が溜まり、同ほこり
．．．

等に塩分を含んで湿っ

た海上の空気が触れることにより少しずつ塩分が蓄積され、電極間が

短絡し発火に至るトラッキング現象を起こし、ナイフスイッチの樹脂

製カバーに着火し、本件分電盤の木製の板等に延焼拡大したものと推

定された。 

本件分電盤は、昭和６０年９月の本船の進水以来、取り替えられた

ことがなかった。 

船長は、本件分電盤を自ら点検したり、本件分電盤のナイフスイッ

チの操作をこまめに行ったりする習慣がなかったので、本事故発生の

数年前から本件分電盤のナイフスイッチを入れたままにしており、ま

た、電気配線が船舶検査の検査対象になっていないので、船舶検査受

検の際にも、整備業者等に依頼して本件分電盤を点検したことがなか

った。 

分析  本船は、係留中、数年間操作されないままであった機関室内の本件

分電盤のナイフスイッチの電極間にほこり
．．．

等が溜まり、同ほこり
．．．

等に

塩分を含んで湿った海上の空気が触れることで少しずつ塩分が蓄積さ

れて電極間が短絡したことにより、トラッキング現象を起こして火災

が発生したものと推定される。 

 船長は、電気配線が船舶検査の検査対象になっていないので、船舶

検査受検の際に、整備業者等に本件分電盤の点検を依頼していなかっ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が係留中、数年間操作されないままであった機関室

内の本件分電盤のナイフスイッチの電極間にほこり
．．．

等が溜まり、同ほ
．

こり
．．

等に塩分を含んで湿った海上の空気が触れることで少しずつ塩分

が蓄積されて電極間が短絡したため、トラッキング現象を起こして火

災が発生したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、分電盤のナイフスイッチの点検整備を定期的に行い、ほ
．

こり
．．

等が溜まっていた場合には取り除くこと。 


